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（開会 午前１０時） 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから、平成２３年流山市教育委員会議第 １２ 回定例会を開会しま

す。 

まず、平成２３年流山市教育委員会議第  １１  回定例会の会議録をお配り

しておりますが、御意見、御指摘がございますか。 

 

（特になし との声あり） 

 

特になしということですので、承認ということにします。 

それでは、教育長報告をお願いします。 

 

 まず、三郷市と松戸市で発生した児童生徒の傷害事件についてですが、近隣

市で未遂を含む類似事件が発生しておりまして、現在も流山警察署によるパト

カーの巡回、青少年指導センターの巡回のほか、各学校に配置されている青色

回転灯搭載の車両での巡回も行っています。また、補導員の方々の協力をいた

だきながら、いろいろな状況に対応できるように取り組んでおります。模倣犯

のような事例も出ておりますので、これから冬休みにかけて更に様々な方々の

協力を得ながら危機感を持って対応していきたいと考えています。 

 次に、放射能関係です。放射線量が基準を超えている校庭の表土の剥ぎ取り

を実施することが決定しました。特措法が平成２４年１月１日に施行されます

ので、小学校が地上５０センチメートル、中学校が地上１メートルで毎時０．

２３マイクロシーベルトが基準となります。ただし、流山市の場合は、既に地

上５センチメートルで実施してきたので、地上５センチメートルで０．２３マ

イクロシーベルトを基準とすることを考えております。また、給食食材の検査

を実施するために測定装置を購入します。ただし、現在機器の購入希望が多く

て、納品が２、３か月後になるという状況です。 

 次に、指導課で毎年実施している計画訪問で、各学校が課題意識を持って指

導に当たっている様子が見られました。特に、児童生徒が落ち着いて学習をし

ている状況が見られました。若い教師が増えてきておりまして、指導力あるい

は授業のスタイルそのものがまだまだという面はありますが、とにかく一生懸

命取り組んでいること自体は大変良いことだと思いますし、何よりも生徒が真

剣に取り組んでいる様子が見られ、各学校に伺うと児童生徒が挨拶をしてくれ

るので、総合的な学校教育活動の中で学習を中心として学校の中での取組なり

教育内容を推進できると思います。今後もいい点は賞賛をし、課題となってい

る点は是正していきたいと思います。 

 次に、１１月３０日にりんご交流で、山形県朝日町の生産者の方が流山北小



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校に来校されました。市内の学校が１人１個のりんごを試食できることにな

っております。今後は中学校にも広めていきたいと考えています。 

 次に、第６回音読・朗読発表会が１２月３日に南流山センターで開催されま

した。今年は出場が１８チームに増えました。その中で北部中学校の卒業生で

高校生、大学生の方がチームになって音読の発表をしてくれました。まるでア

ナウンサーのような素晴らしい発表でした。同時に、今の子どもたちにとって

の手本のようになっていて非常に良かったと思いました。 

 次に、１１月２２日に東葛管内の教育長会議がありました。議題としては、

学校事務の共同実施による事務の合理化について話題になりました。各学校に

学校事務職員がいるのですが、学校の規模の大小にかかわらず同じ事務をして

いるので、それを専門分野ごとに選り分けて効率化を図り、その上で学校経営

の中に事務担当者として参画できないかということがありました。学校の会計

事務や教科書の受注関係の事務等をやってもらうことを考えています。 

 次に、平成２４年４月１日から高等学校の教職員の給料表が小中学校の教職

員と同じものに改定されます。これまでは高等学校の教職員の給料水準の方が

若干高かったのですが、高校の教員と中学校の教員は併願の形をとっておりま

すので、給与上の差があるのはいかがなものかということを踏まえたもので

す。 

 次に、長欠についてですが、平成２２年度は千葉県で小学校が６４７名、０．

８３パーセント。中学校で１，９４６名、４．３３パーセント。このうち、不

登校は小学校が１８２名、０．２３パーセント。中学校が１，００７名、２．

９１パーセント。中学校は若干減少傾向にあり、小学校は増加傾向にあります。

担任が個々に、あるいは学校全体でどのように対応していくかについて、教育

委員会でもサポートしていきますし、カウンセラーの配置についても努力して

いかなければならないと考えています。 

 次に、千葉県も主幹教諭を配置することとなりました。主幹教諭とは、専門

的な知識を活用し、各学校の中心となって授業を展開するものです。東京都や

埼玉県では既に導入しておりますが、千葉県でも導入することになりました。

主幹教諭になるには試験に合格する必要があります。 

 次に、市議会第４回定例会ですが、教育委員会関係では１０人の議員から１

１項目の質問がありました。主な項目は、放射能関係、小学校の英語活動関係、

教育予算の増額について、来年の夏の熱中症対策、学校の防犯対策、情操教育

について等のほか、児童生徒の安全対策についての緊急質問もありました。 

 最後に、新設する小中併設校の設計者に決定したシーラカンスアンドアソシ

エイツによる説明会が１２月７日に開催されました。その中で、新設校の模型

も示されまして、素晴らしい提案だったと思います。教育界は様々な課題があ
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りますが、新しい希望と目標ができたと考えております。 

 

 先日の通り魔事件ですが、学校及び教育委員会としての危機管理体制が問わ

れる事例だったと思いますが、東日本大震災以降、整えておいて良かったと思

ったのは、各学校の保護者へのメールによる情報提供です。震災前では全ての

学校で行われていたわけではなかったのですが、１１月までにすべての学校で

メールのシステムが立ち上がりました。保護者の加入率も、約９０パーセント

です。今後、さらに加入率を上げることが課題です。また、柏市で女子大生が

刺されたという事案（後に狂言であることが判明）の時も、向小金小学校と東

小学校では、直ちに保護者の皆さんに来ていただいて、子どもたちの引渡しを

行いました。これもメールを利用して周知し、午後７時頃には全員下校できま

した。 

 それから放射能関係ですが、これまで流山市では地上５センチメートルで

０．３マイクロシーベルトを基準として、学校等における除染計画を立てて、

それに基づいて補正予算に盛り込んでまいりました。今回、環境省から除染の

ガイドラインが公表され、地上５０センチメートル又は１００センチメートル

における０．２３マイクロシーベルトが国の基準とされました。それに基づい

て様々な作業に要する費用については、国が負担するということのようです。

ただ、実務的にどうするのかという詳細な部分は、まだ明確なものが出ており

ませんし、私どもが環境省に問い合わせても、はっきりとした回答が得られな

い部分もあります。頭が痛いのは、これまでも市独自で様々な作業を実施して

おり、かなりの支出をしておりますので、どこまで遡って国が負担してくれる

のか、また今後実施する対策でどの部分を国が負担してくれるのか、はっきり

見えてこないということです。現在は、国が示した０．２３マイクロシ―ベル

トを基準に計画を練り直している状況です。 

 

 給食の食材についてですが、市で購入した測定器により、学校給食に関しま

しては週２回、１８調理場を対象に１回１品目を計画に沿ったローテーション

によるサンプリング検査を実施しております。８月２３日、２５日の両日に市

教育委員会での試行を経て、９月１日から１２月２０日まで３１回の検査を行

いまして、延べ１５５検体を測定しております。検査機器の性能は、２０ベク

レルが下限値でありまして、当初から対象としておりますヨウ素１３１、セシ

ウム１３４、セシウム１３７の３つの核種が２０ベクレルを超えた場合には精

密検査に回すということとしておりますが、その中で２回ほど２０ベクレルを

超えたケースがありました。１回目は１０月１１日で、ごぼうのセシウム１３

４が２１．３ベクレル、セシウム１３７が１８．６ベクレルという結果が出ま
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教育総務課長 

したので、精密検査に回すとともに、その食材の使用を止めました。その後、

精密検査の結果、２０ベクレルを下回っているということが判明しましたの

で、その後は止めておりません。その後、１１月に原木のシイタケからセシウ

ムが検出されたということで、出荷自粛及び制限という背景があったのです

が、その中で菌床栽培によるシイタケの簡易検査では、セシウム１３４が３６．

５ベクレル、セシウム１３７が２５．１ベクレルという結果でした。生産者か

ら、菌床を全て入れ替えて来年に備えるという話がありまして、簡易検査にと

どめ、現在もシイタケについては食材に供用しておりません。それ以外の食材

については、検出せずという結果を得て今日に至っております。 

 

 補正予算により市内小中学校１５校で０．３マイクロシーベルトを基準に放

射線低減計画を実施することを広報及びホームページでお知らせしてまいり

ましたが、今回、環境省から新たにガイドラインが示されました。ただし、そ

の詳細については、１月中旬以降に説明会を開くということです。また、今後

除染作業を行う労働者の安全対策について、厚生労働省からもガイドラインが

示されました。これは、非常に放射線の高い地域を念頭に置いた内容になって

おり、果たしてこの地域の業者が対応できるかということも含めて検討課題が

かなり大きなものになっております。１２月の補正予算で組んだものがそのま

ま執行できるか難しい状況になっておりまして、新年度予算で継続費にする

か、新たに盛り込むかですが、１００パーセント国から補助金を得られる新た

な基準に則った形で取り組んでいかないといけないので、それをもとに計画を

立てて取り組んでいく形になると考えています。 

 

 ただいまの教育長報告に対しまして、質疑、御意見等がありましたらお願い

します。 

 

 先ほど除染についてのお話がありましたが、確かに予算についても方法につ

いても先の見えない状況だと思います。しかし、実際に毎日放射線を浴びてい

る子どもたちのことを考えると、やはり早めの対応が必要だと思います。確か

に国の基準がこうだということもありますが、もっと先の基準もあるわけで

す。除染のために５センチメートル取るともう少し取ってもいいのではないか

という機械的なものだと思うのですが、作業を進めていく、でも結果的にはこ

うだったというのは致し方ないという気はするのですが、その辺を前倒しでで

きないものかという気がします。 

 

 教育委員会では、これまで２つの大きな取組をしております。一つは子ども
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たちが実際にどれだけの線量を受けているのかを確認することであり、積算線

量計を各学校に配付しています。部活動などで比較的長く学校にいる中学校で

も実際には年間０．３ミリシーベルトくらいで、目標としている年間１ミリシ

ーベルトを下回っています。もちろん、学校で２００日過ごすことを想定して

推計しており、その他の活動もあるのですが、それを含めても１ミリシーベル

トには届かないものと考えており、安心材料としてホームページ等でお知らせ

しております。もう一つは、いわゆるミニスポット、マイクロスポットが学校

にもありますが、これまでも順次予備費を使って除染を行っています。今、議

論されているすき取りということは毎時０．２３マイクロシーベルトに限りな

く近いところなのです。そういう意味では、きちんと計画を立ててそれが採用

されれば満額を国から補助金が出ることになりますので、財政的にも配慮した

形で除染活動を行っていきたいと考えています。学校施設については、平成２

４年度中に実施する方針です。年明けに示されるであろう国の要領や説明会の

内容を押さえて進めてまいります。それから、これまでに実施したものについ

ても遡及すると言われていますので、当然補助金申請を行う事務手続を行いま

す。 

 

 通学路のマイクロスポット等のチェックはどうなっているのでしょうか。 

 

 現状ではできていません。通学路は通過する場所ですので、まず子どもたち

が生活する場所である学校を最優先に実施しております。今後、道路も含めた

その他の市有建築物については、次のステップで行う予定です。側溝について

は道路管理課で測定しているのですが、問題はそれを清掃した後の保管場所が

決まっていないのです。学校現場は校地が広いので、安全な処理をして埋める

ことができるのですが、通学路や市有建築物は大きな問題となっています。 

 

 国から出てくる基準が常に後になっているのが現状だと思います。それを決

めるのにも時間がかかっているし、基準値も当初は高くしていて、安全を見な

がら徐々に下げているようです。国からの補助金は、きちんと出してもらうべ

きだと思いますので、先行して除染するとしても、その記録を正確に残してお

いて、どんな基準になったとしても適用して申請できるような先読みの態勢が

必要だと思います。 

 

 国からも、細かい分布図を作ることについてのガイドラインが出てきまし

た。当然、私どももそれに則った形で作業していくわけですが、ただ、発表さ

れたばかりで、その内容は、はっきりしない部分もあります。また、作業に当
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たる方の安全性の基準について、厚生労働省からガイドラインが出ましたが、

非常に重い内容でどこまで対応すればよいのか、国に聞いても明確な回答が得

られない状況です。今後、作業をする方の講習が開かれます。１２月２７日に

第１回目が開かれますが、実際に作業をする方に周知されるまで時間がかかる

と思いますので、頭が痛いところです。 

 

 福島と並んでこの地域も結果的にホットスポットとして認知を受けたわけ

ですから、該当地区としてしっかりとした対応をしていかないと、他の地区に

も影響を与えると思うので、御苦労は多いと思いますがよろしくお願いしま

す。 

 

 西深井小学校のＰＴＡの方々が、側溝の清掃を行ったというお話がありまし

たが、国の基準が出てくると、一般市民は作業をすることができないことにな

って、非常に難しい問題を抱えることになります。先日の新聞の報道によると、

東京電力が国営化されるという話もありますし、記録をきちんと示せるように

しておけば、国の補助金の対象になると思いますので、きちんとした対応をし

ていただければと思います。 

 

 別件で学校事務の合理化の件ですが、教員の数と教員の業務を考えていく

と、年々忙しくなっているようです。教育の部分だけではなくて、事務的なこ

ととか学校の管理面のこともあります。教育現場の中で一番大事なことは、先

生が児童生徒に向き合う時間をできるだけ長くすることだと思うのです。それ

をサポートしていく方がきちんとした体制をとって、教員の負担を減らすこと

が必要だと思います。その分、人材育成や特色ある教育、あるいは学校の中の

スペシャリストの育成等に特化するためにも、事務部門の効率化と場合によっ

てはもっと事務の人を投入して、システムとして学校経営をどう作っていくの

かを本格的にもう一度見直して流山方式を構築されたらいいのではないでし

ょうか。年々、教員が忙しくなっていることと、若い教員の方が増えているこ

とで資質のこともありますので新たな取組が必要だと思いますが、いかがでし

ょうか。 

 

 事務の効率化に取り組み始めたのは６年ほど前からです。委員御指摘のとお

り、学校の規模の大小があっても、事務職員は１人しかおりません。事務職員

が学校経営にどう参画していくか。基本的に事務職員は教員免許を持っていま

せんので、直接児童生徒の指導に当たることはできません。したがって、それ

以外の学校の会計事務や予算配当の執行事務等をやってもらっています。学校
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委員長 

 

 

 

委員長 

 

 

 

の運営委員会というものを毎月１回開いて校長がその学校における課題の話

をしているのですが、そこに事務職員も入れて、事務の部門でそこにどう参画

して協力体制を構築していくか検討しています。 

 

 流山市の小中学校は２３校で、県の事務職員は２４名です。その一人が共同

実施の中心になって、流山市をブロックに分けてそのブロックごとに責任者を

置いてその事務職員を中心に互いの学校を訪問して帳簿の点検等をしながら、

各学校の事務処理の進捗が合うような取組をしています。教育委員会として

は、ブロックの代表の職員に集まっていただいて、課題や成果を共有しながら

共同実施のあり方を含めて、より良い方法を探っております。これにより、担

任が子どもと向き合う時間を作り出していくということを現在進めておりま

す。 

 

 流山の場合、県の事務職員のほか市の臨時職員として各学校に１名の事務職

員を配置しています。この方々は、市の備品や消耗品に関する事務を行い、県

の事務職員は、教員の給与や旅費その他の県関係の事務を行っています。 

 

 学校事務の業務や経理関係を一括して市全体で人を動す体制があるといい

と思います。 

 

 そういった方向性にはあると思います。給与事務についても、現在は電算で

接続して行っており、以前のように各学校で計算をするのではなく、入力すれ

ば自動的に計算できるようになっておりますので、将来的にはブロックごとに

例えば給与計算を誰かが５校分をまとめてやるとか、いろいろな意味で時間を

生み出すことができるかもしれません。専任に特化することによって、空いた

時間を学校運営に使えることにもなると思います。まだ課題はありますが、今

後検討していきたいと思います。 

 

そのほかに御意見はございますか。 

 

（特になし との声あり） 

 

 それでは以上で教育長報告については、終了いたします。 

これより議事に入りますが、報告第１３号「寄附の受納について」は、個人

に関する情報が含まれています。よって、流山市教育委員会会議規則第１３条

第１項の規定により、非公開とし、本日の議事日程につきまして当該案件を同
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公民館長 
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図書・博物館

長 

 

 

委員長 

 

学校教育課長 

 

委員長 

 

委員 

会議規則第１０条第１項の規定により、各課等報告（４）の後に繰り下げたい

と思いますが、御異議ありませんか。 

 

（異議なし との声あり） 

 

御異議なしと認めます。報告第１３号につきましては、非公開とし、各課等

報告（４）の後に審議します。 

 それでは、各課等報告を教育総務課からお願いします。 

 

（仮称）新市街地地区小中学校併設校の進捗状況について 

 

 次に、生涯学習課からお願いします。 

 

１ 主催事業について 

２ 後援事業について 

３ 指定管理者主催事業について 

 

次に、公民館からお願いします。 

 

１ 主催事業について 

２ 指定管理者主催事業について 

３ 流山市南流山センター施設改修工事について 

 

次に、図書・博物館からお願いします。 

 

１ 主催事業について 

２ 後援事業について 

３ 指定管理者主催事業について 

 

 次に、学校教育課からお願いします。 

 

平成２４年度開始の学校給食調理業務民間委託業者について 

 

以上の各課等報告への質疑、意見等がありましたらお願いします。 

 

 小中学校併設校についてですが、決定した設計者は建築雑誌等にも載ってい
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る会社で、学校の設計以外にも公共の建築物が得意で、地形に合った建物とい

うことで、市野谷の森の近くで設計するというのは適任だと思います。最終的

にできあがった時に、全国的にも有名な学校になるのではないかと期待すると

ころですし、学校の先生方もそういう学校で働くことを誇りに思える場所でも

あると思いますので、児童生徒もそこで学ぶことに喜びを感じると思います。

重点的な６項目のコンセプトを出されている中で、安全対策という点で、生徒

の側から見ると、死角がなくて事故や犯罪が起きにくいような設計にも配慮し

てほしのですが、分散型配置というのが少し気になります。児童生徒の移動や

安全対策にも配慮して設計に取り組んでいただければと思います。 

 

設計者も安全安心のテーマを一番大きくとらえています。本来は、自然と融

和した日本建築をモデルにしておりますので、できれば開放型にしたいのです

が、セキュリティの面の配慮も必要ですので、今後、どこにセキュリティゾー

ンを配置するか、慎重に検討してまいります。 

 

 設計者が模型を提案してきたときに、流山市が新しく学校を建設するのは、

これが最後かもしれないという意気込みもあって、より良いものを作ってほし

いという願いがあります。一方で、児童生徒数の増加が見込まれるので、セキ

ュリティの部分はもちろん将来的な学校規模を考慮しなければなりません。

様々なデータから導き出して、適正規模を探っております。小山小学校が１８

学級で開校しましたが、２年で満杯状態になりましたので、その点も含めて検

討するほか多々課題はありますが、教育委員会も市長部局も総力を結集して取

り組んでまいります。 

 

 子どもたちの数が増えるということは、逆に言えば減ることもあるわけで

す。大きい箱を作ってしまうよりも、小さな箱を並べてユニットにしてしまっ

て、ある部分だけを拡張性ができるような組み立てをしたら面白いのではない

かと思います。ＲＣで高い建物を建ててしまうよりも、比較的低い建物でコス

トはかけないで環境配慮性や、ユニットで作って壊すといったセル型という考

え方は、今後あってもいいのではないかと思います。 

 

 小山小学校ができたときに、この教室の数でいいのだろうかという気はしま

した。あっという間に増築することになったことを考えますと、今度の新設校

には増築スペースもあるようですので、良く配慮されていると思います。 

 千葉県の老人介護施設の話ですが、全室が南向きで設計されています。今、

介護関係でもどうしてそこに住みたいかという観点がクローズアップされて
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います。その施設は、入居希望が非常に多いようです。光が入ることによって

省エネにもつながるということで、そのあたりも設計で検討していただければ

と思います。 

 

 この新設校は日本建築をモデルにしているということで、光を取り入れ、な

おかつ、この地域の風をシュミレーションし、いかに自然の風を取り入れてい

くかを考えています。それと、バルコニーを非常に大きくとっています。確か

に日当たりがいいことも大事ですが、今は軒がない建築スタイルが流行ってい

るのですが、これは日本の建築にはあまり向いていないものです。ある程度日

差しをシェードできて室温もコントロールできるのが望ましいだろうという

ことで、今回、伝統的に培ってきた日本建築をベースに置いて考えているとい

うことです。増築スペースについても、私どもからもお願いしておりました。

今後の児童数の推計とも整合を図っていかなければならないと思いますが、私

どもも注目している点ですので、引き続き検討させていただきます。 

 

年末年始のテニスコートの開放が無料ということなのですが、これは条例を

改正しないと料金を徴収できないということだと思うのですが、利用が多いよ

うであれば、条例を改正して有料化してもいいのではないでしょうか。 

 

今回の年末年始の無料開放は、普段利用していただいている方々への還元と

いう形で指定管理者が始めたのですが、有料化についても一つの選択肢だと思

いますので、指定管理者とも協議していきたいと思います。 

 

学校給食の調理場の民間委託ですが、多くの学校で実施している会社ですの

で、安全性が証明されているということで良かったと思います。 

 

そのほかにございますでしょうか。 

 

（特になし との声あり） 

 

特にないようですので、各課等報告については質疑を終了しまして、先ほど

非公開と決定しました案件の議事に入ります。 

 

 （傍聴人がいないため、退席者なしで審議開始） 

 

 報告第１３号「寄附の受納について」 
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教育総務課長 

 

 

 

 

委員長 

教育総務課長の説明後、審議に入り、特に意見はなく了承された。 

 

 （非公開案件終了） 

 

 以上をもって本日の教育委員会議に付議された案件の審議は、終了いたしま

した。その他協議する事項がありましたらお願いします。 

 

 （特になし との声あり） 

 

特にないようであれば、次回の教育委員会議につきまして、事務局からお願

いします。 

 

次回の教育委員会議は、１月２６日（木）、庁議室で、午前１０時からとし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

（次回の日程協議） 

 

 次回の教育委員会議は、１月２６日（木）、庁議室で、午前１０時から開催

することとします。 

以上で、平成２３年流山市教育委員会議第１２回定例会を終了いたします。

（閉会 午前１１時２０分） 


